
障害者総合支援法等に係る事業者説明会・集団指導

H26.3.25（火）13:30～

岡崎市役所福祉会館 6階大ホール

内容

１ 障がい福祉サービス費等の請求について

２ 事業者実地指導（集団指導）について

３ 障害者総合支援法の平成 26 年度施行について

４ 就学前の障がい児通所支援に係る利用者負担の多子軽減措置について

５ 計画相談支援の推進について

６ 障がい者虐待防止について

７ 高校生障がい福祉サービス体験利用受入事業費補助金について

８ 事業所指定事務について

９ その他連絡事項

10 質疑応答
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１．地域区分について

平成２６年４月サービス提供分より、再び地域区分が変更となります。
そこで、４月１１日（金）から愛知県国民健康保険団体連合会ホームページと
電子請求受付システムに「平成２６年度 地域区分表」を掲載します。確認してく
ださい。

なお、旧地域区分のまま請求されますと、全てのデータがエラーとなります。
障害者・障害児それぞれの地域区分表で確認のうえ、新しい地域区分を設定
して請求データを作成してください。
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◆愛知県国民健康保険団体連合会ホームページ （http://www.aichi-kokuho.or.jp/ )
介護福祉関係の皆様＞障害福祉サービス事業所向け＞障害福祉サービス費等の請求について
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こちらから地域区分表を
見ることができます。



◆電子請求受付システム総合窓口 (http://www.e-seikyuu.jp/)

ログイン後のお知らせ一覧
（更新日付 2014/04/11：タイトル「平成２６年度 地域区分表」）

http://www.e-seikyuu.jp/ にアクセス

① ログインしてください。

②
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電子請求受付システム総合窓口
に



③
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本会ホームページと同じ
地域区分表が見ることが
できます。



◆簡易入力ソフトの地域区分設定

岡崎市所在の障害福祉サービス事業所は、平成２６年４月サービス提供
分より地域区分が下記のとおり変更になります。
簡易入力ソフトをご利用の際は、次ページ以降を参考に地域区分の設定
を、４月中旬に予定されている ソフトのバージョンアップ終了後に行って下
さい。

記

岡崎市地域区分

平成２５年度 平成２６年度

障害者 十二級地 十七級地

障害児 七級地 七級地

障害児（経過あり） 十三級地（旧児童デイ） 十八級地（旧児童デイ）
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自事業所情報修正画面にて地域区分の設定を行う

7

入力し終えたら登録

該当の地域区分を選択



地域区分の入力

●③

●②

適用開始年月を平成２６年４月に設定
し該当の級地を選択すると、自動的に
単位数単価は設定される

●④
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２．請求ソフト（簡易入力・取込送信）のバージョンアップについて

◆注意点

５月に送信する請求データは

ソフトのバージョンアップ終了後に作成してください。バージョンアップ前に
作成した請求データを送信すると、エラーとなる恐れがありますのでご注意
ください。

なお、バージョンアップのリリースは４月中旬に予定されております。電子
請求受付システムのお知らせ画面を確認の上、バージョンアップを行って
ください。
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◆マニュアル・請求ソフトのダウンロード

（１）マニュアルのダウンロード（保存）

①

②
・必要に応じて各種マニュアルをダウン
ロードしてください。

③
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④

電子請求受付システム事業所マニュア
ルをダウンロード（保存）します。

デスクトップ等わかりやすい所に保存
してください。



（２）マニュアルの解凍

①

②

③
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ダブルクリックで自動解凍されます。

導入方法が記載してありますので一読してください。



（３）請求ソフトのダウンロード（保存）

①

②-1

②-２ か
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どちら



（４）請求ソフトのバージョンアップ

②-1 ②-２

か

※以上でかバージョンアップは終了です。
既存の入力情報は自動的に上書きされます。
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ダウンロードしたものをダブルクリック
することでバージョンアップが開始し
されます。

どちら

バージョンアップが完了すると既存
のアイコンに上書きされます。

どちら



事
業
所

連
合
会

３．同月再送処理方法について

同じ月に１回目データの送信後、誤りに気づき修正して
再度送信する場合の処理（毎月１日～１０日）

1回目

Ａ
2回目

Ａ’

返戻

１回目のデータで審査し、支払われるため２回目に送信したデータは重複で返戻となります。
(エラーコード：EC01)

対策：１回目に間違ったデータを送信してしまった場合、送信したデータを取込送信システム

又は簡易入力システムにて取下げしてください。（取下げ方法は次ページから）
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◆簡易入力システムでの取下げ方法

①

②

③

⑤

④

⑥
択 15

取下げたい
データを選



◆取込み送信システムでの取下げ方法

①

②

④

③

択

16
⑤

取下げたい
データを選



連
合
会

市
町
村

事
業
所

４．取り下げ依頼（過誤申立）について

１度支払われたデータを修正したい場合は、市町村に取り下げ依頼(過誤申立)を
してください。市町村と調整が取れた月に修正データを再請求してください。

④再請求 ①取り下げ依頼

②調整

③過誤データ

・ただし、取り下げ依頼(過誤申立)をしなかった場合、又は市町村と調整がとれなかった場合
は再請求しても返戻となります。(エラーコード：ED01)
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平成25年度障がい福祉サービス事業者等実地指導の実施結果

事業所数 172 事業所

実地指導実施数 71 事業所

改善指導状況 文書指導 口頭指導

１ 基本方針 0 0

２ 人員に関する基準 人員基準 3 1

職員の雇用契約 0 2

職員の資格証の保管 0 1

就業規則 0 1

嘱託医の勤務 0 2

３ 設備に関する基準 0 0

４ 運営に関する基準 運営規程 0 7

重要事項説明書、契約書 0 54

契約書の期限切れ 0 3

フェイスシート・アセスメントシート
個別支援計画・モニタリング

16 24

サービス提供記録 5 7

受給者証 0 2

代理受領額通知書等 10 13

工賃の支払・賃金 8 0

身体拘束 0 4

事故防止マニュアル・緊急連絡網 0 8

苦情・事故の記録 0 4

避難訓練 0 1

利用者の実習・受入れ先の確保 0 2

前年度の利用者の把握 0 6

５ 多機能型に関する特例 0 0

６ 変更の届出等 2 7

７ 給付費の算定及び取扱 サービス費 0 1

各種加算 5 13

８ その他 0 0

計 49 163

指摘事業所数 29 64

指摘事業所数／指摘事業所数 40.8% 90.1%



実地指導における改善指導事項について（運営）

サービス欄の表記は特に明記がない限り、以下のとおりとします。
「訪問系」…居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障がい者包括支援
「通所系」…療養介護、生活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労移行支援、

就労継続支援Ａ型・Ｂ型
「入所系」…短期入所、障がい者支援施設
「住居系」…共同生活介護、共同生活援助
「相談系」…地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、障がい児相談支援

Ｎｏ 項目 注意点 サービス

1 常勤の要件等

・「常勤者が勤務すべき時間数」とは、就業規則で定める勤務時間をい
い、通常は営業時間と一致している。
・サービス管理責任者など、常勤でなければならない職種にも関わら
ず、常勤要件を満たしていない者がみられるので、常勤要件のある従
業者については、改めて確認すること。

訪問系
通所系
入所系
住居系
相談系

2
従業者の配置基
準

・毎年度、前年度の利用者平均値に対して、常勤換算上必要な従業者
を配置すること。
・「前年度の利用者平均値」とは、前年度の利用者延べ数を開所日数
で除して得た数のことである。
・「常勤換算」とは、従業者のそれぞれの勤務時間の総数を、当該事業
所において、常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、
常勤の従事者の人員数に換算すること。

通所系
入所系
住居系
（短期入
所の一部
時間帯を
除く）

3
従業者変更に伴う
届出

【従業者変更で届出が必要な場合】
管理者
サービス提供責任者
サービス管理責任者
相談支援専門員
運営規程に定める従業者の数

・「運営規程に定める従業者の数」とは、「生活支援員２名」のような記
載をいい、２名→３名になった場合には変更届が必要となる。
・兼務職員の勤務時間の合計が、常勤が勤務する時間を超えるといっ
た不整合がないよう、変更時には注意すること。

訪問系
通所系
入所系
住居系
相談系

4
重要事項説明書
サービス利用契約
書

・記載誤りとして
「契約者氏名や印、説明者氏名の記載漏れ」
「利用者負担上限額の誤り」
「苦情受付先として
（愛知県社会福祉協議会運営適正化委員会 052‐202‐0167）
（岡崎市福祉部障がい福祉課審査給付班 0564‐23‐6853）
が記載されていない」
などがある。
・重要事項説明書及びサービス利用契約書は利用者に渡すこと。
・サービス利用計画書の契約期間が切れているものが見受けられたの
で、注意すること。

訪問系
通所系
入所系
住居系
相談系

5
フェースシート
アセスメントシート

・居宅介護計画、個別支援計画の作成に当たっては、アセスメントを行
い、その記録を残しておくこと。

訪問系
通所系
入所系
住居系
相談系



Ｎｏ 項目 注意点 サービス

6 居宅介護計画

・援助の方向性や目標、担当する従業者の氏名、従業者が提供する
サービスの具体的内容、所要時間、日程を記載すること。
・サービス利用開始前までに作成すること。
・居宅介護計画は利用者に渡すこと。

訪問系

7 個別支援計画

・利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生
活全般の質を向上させるための課題、サービスの目標及びその達成
時期、サービスを提供する上での留意事項を記載すること。
・サービス担当者会議の記録を残しておくこと。
・サービス利用開始前までに作成すること。
・個別支援計画は利用者に渡すこと。

通所系
入所系
住居系

8
モニタリング記録
個別支援計画の
見直し

・個別支援計画の作成後、モニタリングを行うとともに、定期的にモニタ
リングの結果を記録すること。
・６月（自立訓練（機能訓練・生活訓練）と就労移行支援は３月）に１回
以上、個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて個別支援計画の
変更を行うこと。

通所系
入所系
住居系

9 利用者負担額

・原則１割負担なので、無料だと誤解を招くことがないようにパンフレッ
ト等の記載に注意すること。
・利用者負担額を事業所が肩代わりすることはできないので注意する
こと。

訪問系
通所系
入所系
住居系

10
サービス提供の記
録

・サービス提供実績記録票に利用者確認印がないことがあるので、利
用者確認印をもらい、保管しておくこと。

訪問系
通所系
入所系
住居系
相談系

11 契約内容報告書
・利用者と新規契約、契約解除を行った際には、市に契約内容報告書
を提出すること。

訪問系
通所系
入所系
住居系

12 掲示物について
・事故発生時の対応、秘密保持、個人情報の保護、苦情相談の窓口
等の重要事項を掲示すること。

訪問系
通所系
入所系
住居系
相談系

13 工賃

・作業収益の額、必要経費の額、工賃支払の額が明確にわかるように
管理しておくこと。
・作業収益と給付費は明確に分けて管理すること。
・工賃規程を作成することが望ましい。
・利用者間で工賃の時間給に差を付ける場合は作業内容又は出来高
によるもののみに限ること。

生活介護
就労移行
就労B

14 代理受領通知 ・給付費が振り込まれた後に利用者に交付すること。

訪問系
通所系
入所系
住居系
相談系

※「基準省令及び解釈通知等の内容」欄は「障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営
に関する基準」（平成18年９月29日厚生労働省令第１７１ 号）、「障害者総合支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備
及び運営に関する基準」（平成18年９月29日厚生労働省令第１７２号）、「障害者総合支援法に基づく指定地域相談支援の事業の
人員及び運営に関する基準」（平成24年３月13日厚生労働省令第２７ 号）及び「障害者総合支援法に基づく指定計画相談支援の
事業の人員及び運営に関する基準」（平成24年３月13日厚生労働省令第２８ 号）の各省令とそれぞれに対応する厚生労働省の通
知等の内容に基づき作成しています。



実地指導における改善指導事項について（給付費）

サービス欄の表記は特に明記がない限り、以下のとおりとします。
「訪問系」…居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障がい者包括支援
「通所系」…療養介護、生活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労移行支援、

就労継続支援Ａ型・Ｂ型
「入所系」…短期入所、障がい者支援施設
「住居系」…共同生活介護、共同生活援助
「相談系」…地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、障がい児相談支援

Ｎｏ 項目 注意点 サービス

1 特定事業所加算

・「計画的な研修実施」として、具体的な研修の目標、内容、研修期間、
実施時期等を定めた計画作成とその実施をすること。
・「定期健康診断の実施」として、すべてのヘルパーを対象に、少なくと
も１年に１回、事業者の費用負担で健康診断を実施すること。
・サービスの種類ごとに要件を算定し、加算の届を行うこと。
・最低でも、３か月の実績がないと算定できないこと。

訪問系

2 初回加算
・サービス提供責任者が、訪問に同行した場合、その旨を記録するこ
と。

訪問系

3 緊急時対応加算
・要請のあった時間、要請の内容、サービス提供をした時間を記録す
ること。

訪問系

4 送迎加算
・１回の送迎につき、月平均３人以上が利用する場合に算定できるこ
と。

通所系
（療養介
護は除く）
短期入所

5 欠席時対応加算 利用者の状況、相談援助の内容を詳細に記録すること。
通所系
（療養介
護は除く）

6 施設外就労加算
・施設外就労を行うユニットを組み、報酬算定上必要とされる数の従業
者が同行すること。
・月２日以上は、事業所内においてモニタリングを実施すること。

就労A・B

7 帰宅時支援加算 ・利用者の居宅等における生活状況等を詳細に記録すること。 住居系

8
福祉専門職員配
置等加算

・人員配置の変更により、要件を満たさなくなってしまう場合があるの
で注意すること。

通所系
住居系

※「障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基
準」（平成18年９月29日厚生労働省告示第523号）、「障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉
サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成18年10月31日付障発第
1031001号）に基づき作成しています。



重度訪問介護の対象者の拡大について

対象者について

H25年度まで → 「重度の肢体不自由者であって常時介護を要する者」

H26年度から → 「在宅の行動障がいを有する者（知的、精神）であって常時介

護を要する者」を追加

従業者の研修について

・従来の従業者研修に加え、「行動障害支援課程（仮称）」を新設

→従来の課程、新設課程のいずれかを受ければ良い

ただし、利用者の状況に即し各課程を修了していることが望ましい

→関連資料①

支給決定・報酬について

・支給決定には、事前に行動援護事業者によるアセスメントが必要

→関連資料②

・報酬算定はアセスメントを踏まえたサービス等利用計画が作成されていることが

前提

・アセスメントの基本的な考え方

→関連資料③、④

・アセスメントで必要となる居宅内での行動援護は必要な期間内で利用可とする
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ケアホームとグループホームの一元化について

概要について

・ケアホーム（共同生活介護）の廃止→グループホーム（共同生活援助）へ一元化

（H26.4.1～）

・既存事業所の取扱い

これまでの事業所 4月以降のみなし扱い

指定共同生活介護事業所 指定共同生活援助（介護サービス包括型）事業所

指定共同生活援助事業所 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所

一体型指定共同生活介護事業所

一体型指定共同生活援助事業所

指定共同生活援助（介護サービス包括型）事業所

支給決定・受給者証について

・ H26.4.1時点において、引き続き「共同生活介護」の支給決定を受けている利用者

は、有効期限まで上記の取扱いのとおり「共同生活援助」の支給決定を受けてい

るものとみなされる。→4月以降も「共同生活介護」と記載のある受給者証は有効

→ただし、岡崎市受給者は４月中に「共同生活援助」の支給決定した受給者証等

を送付

・ 障害支援区分の認定は、介護サービス包括型は入浴、排せつまたは、食事等の提

供を受けることを希望する者、外部サービス利用型は、受託居宅介護サービスの

提供を希望する者が必要

・ 受託居宅介護サービスの支給決定及び支給量は、「共同生活援助」支給決定欄に

記載。支給標準時間は次のとおり。

障がい支援区分 支給標準時間（分/月）

２ 150

３ 600

４ 900

５ 1,300

６ 1,900

報酬について

・ 現在検討中（パブリックコメントを実施）

・ イメージとしては、介護サービス包括型→従来のケアホームのマイナーチェンジ

外部サービス利用型→従来のグループホームのサービス費

＋受託居宅介護サービス費





















にしている

（平成２６年４月以降の地域移行支援の対象）
○ 障害者支援施設 のぞみの園 児童福祉施設又は療養介護を行う病院に入所している障害者○ 障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設又は療養介護を行う病院に入所している障害者
○ 精神科病院（精神科病院以外で精神病室が設けられている病院を含む）に入院している精神障害者

新 ○ 救護施設、更生施設に入所している障害者
新 ○ 刑事施設（刑務所、少年刑務所、拘置所）、少年院に収容されている障害者
新 ○ 生保護施設 所 障害者 自立 生促進 タ 就業支援 タ 自立準備ホ

③地域移行支援の対象拡大について

○ 地域移行支援については、これまでの障害者支援施設等や精神科病院に入所・入院してい

る障害者に加えて、保護施設や矯正施設等に入所している障害者を新たに支援対象にすること

にしている。

新 ○ 更生保護施設に入所している障害者、自立更生促進センター、就業支援センター、自立準備ホーム
に宿泊している障害者

○ 矯正施設等に入所中の実施責任の在り方などの詳細については、今後、法務省や厚生労働

省内の関係部局と調整しながら検討の上、平成26年４月の施行に向けて、順次お示ししていく

ので御了知願いたい。



害 精 病 精 害

１．基本的な考え方に関すること
○ 重点的な支援を行うことで地域生活に円滑に移行できることが期待される者として、

① 入所期間の長期化や高齢化が進んでいる保護施設に入所している障害者、① 入所期間の長期化や高齢化が進んでいる保護施設に入所している障害者、
② 退所後の住居を確保し、円滑に福祉サービス等につなげることで再犯防止が期待される矯正施設等に入所している障
害者

を新たに地域移行支援の対象とする。

２ 保護施設に入所している障害者に関すること２．保護施設に入所している障害者に関すること
○ 保護施設のうち、「身体上又は精神上の理由」が入所の要件となっている「救護施設」及び「更生施設」に入所している障
害者を地域移行支援の対象とする。

３ 矯正施設等に入所して る障害者に関すること３．矯正施設等に入所している障害者に関すること
○ 対象とする矯正施設の種類は、刑事施設（刑務所、少年刑務所及び拘置所）及び少年院とする。
○ 対象とする障害者は、矯正施設の長が施設外で処遇を行うことを認め、地域相談支援事業者によって障害福祉サービス
の体験利用や体験宿泊などを実施することが可能な者に限定する。の体験利用や体験宿泊などを実施する とが可能な者 限定する。

※ 「矯正施設内で行う支援」（入所している障害者に対する面談、支援計画の作成、住居の確保等）は、現在も保護観察所、地域生活定
着支援センターとの連携により実施。

※ 具体的には、「刑事施設又は少年院の職員の同行が可能である障害者」や、「刑事施設、少年院の長が刑事施設、少年院の職員の同
行なしでの外出又は外泊を許可した障害者」が想定されるが、具体的な対象施設、対象者の範囲等については関係省庁等とも検討中。

地域移行支援の対象拡大について

地域生活への移行のために支援を必要とする者を広く地域移行支援の対象とする観点から、現行の障害者支援施設等に入所
している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者に加えて、その他の地域における生活に移行するために重点的な
支援を必要とする者であって厚生労働省令で定めるものを追加。 【平成２６年４月１日施行】

保護施設、矯正施設等を退所する障害者などに対象拡大

○ また、矯正施設を出所した障害者は、出所後の一定期間、更生保護施設等を利用するケースが少なくないことから、更生
保護施設等に入所した障害者についても支援の対象とする。



① 名称 定義 変更（第 条第 項）

○「障害の程度（重さ）」ではなく、標準的な⽀援の度合を⽰す区分であることが分かりにくい。

① 名称･定義の変更（第４条第４項）

名称：障害程度区分
定義 障害者等に対する障害福祉サ ビスの必要性を明らかにするため当該障害者等の⼼⾝の状態を総合的に⽰すもの

名称：障害支援区分
定義：障害者等の障害の多様な特性その他の⼼⾝の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に⽰すもの。

定義：障害者等に対する障害福祉サービスの必要性を明らかにするため当該障害者等の⼼⾝の状態を総合的に⽰すもの。

○知的障害者や精神障害者について、コンピューターによる⼀次判定で低く判定される傾向があり、市町村審査会による⼆次判定で

② 知的障害･精神障害の特性の反映（附則第２条）

引き上げられている割合が⾼く、その特性を反映できていないのではないか、との課題が指摘されている。

一次判定から二次判定で引き上げられている割合
【平成22年10⽉〜平成23年９⽉】⾝体障害：20.3％、知的障害：43.6％、精神障害：46.2％
【平成23年10⽉ 平成24年９⽉】⾝体障害：17 9％ 知的障害：40 7％ 精神障害：44 5％

政府は、障害支援区分の認定が知的障害者及び精神障害者の特性に応じて適切に⾏われるよう、区分の制定に当たっての適切な配慮その他
の必要な措置を講ずるものとする。

【平成23年10⽉〜平成24年９⽉】⾝体障害：17.9％、知的障害：40.7％、精神障害：44.5％

③ 法施行後３年を目途とした検討（附則第３条）

障害者総合支援法における「障害支援区分」への見直し

（平成26年４月１日 施行）

定義 障害者等 障害 多様な特性 他 身 状態 応 必要とされる標準的な支援の度合 総合的 示

の必要な措置を講ずるものとする。

政府は、障害者総合支援法の施行後３年（障害支援区分の施行後２年）を目途として、『障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方』
等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。



就学前の障がい児通所支援に係る利用者負担の多子軽減措置について

多子軽減措置について

障がい児通所支援を利用している児童と同一世帯に、保育所、幼稚園、認定こど 

も園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障がい児短期治療施設に通う又は障がい児

通所支援を利用する児童がいる場合、障がい児通所支援を利用する児童が

・第２子：障がい児通所支援に係る費用総額の100 分の５の額

・第３子以降なら無償

と所得区分ごとの従来の負担上限月額を比較して低い方を利用者負担上限月額と

みなす（毎月、負担上限月額を変更決定する必要はない）。

実質的にはこの負担上限月額と利用者負担額は同額となる。

また、世帯における負担上限月額はこれまでと変更はない。

多子軽減の対象となるサービスについて

障がい児通所支援のうち、以下に掲げるサービスに係る利用者負担（就学前児童

が利用する場合に限る）とする。

・児童発達支援

・医療型児童発達支援（医療に係る部分の利用者負担を除く）

・保育所等訪問支援

事務手順について

① システム改修が完了するまでの間（平成26 年４月～10 月目途）

４月から多子軽減措置を実施するに当たっては、支払いシステムの改修が完了 

していないことから、市の窓口において保護者からの申請を受け、償還払いを行

うこととなる。

a）各世帯が軽減措置導入前の基準で算定した負担額を事業者に支払う

・事業者において軽減額の計算は行わない。

b）事業者が軽減措置導入前の基準で算定した報酬額を請求する

c）各世帯が市に対して軽減分の償還払いを請求する

・保護者からの請求・支払は数か月分をまとめて行っても差し支えない

② システム改修完了後（平成26 年10 月目途～）

システム改修完了後は、要件に該当する世帯について、システム上で利用者負 

担の軽減額が計算されることになるので、事業者において多子軽減措置導入後の

利用者負担額及び報酬額に係る請求を行うこととなる。

a）各世帯が軽減措置導入後の基準で算定した負担額を事業者に支払う

b）事業者が軽減措置導入後の基準で算定した報酬額を国保連（自治体）に請

求する

受給者証で多子軽減の対象者であることを明示する必要がある。多子軽減対象 

児童の明示方法は、現行の受給者証の中で利用者負担に係る欄の特記事項等の欄

にその旨記載することとする。



サービス等利用計画書 作成進捗状況

H26年2月28日現在

作成対象者数 2443

計画相談支援

521

内
訳

者 420

児 101

セルフプラン

1157

内
訳

者 723

児 434

未作成者 765

計画相談支援 市内・市外相談支援事業所別作成状況

市内委託相談支援事業所 435

市内特定相談支援事業所 59

市外特定相談支援事業所 27

市内計画相談支援事業所数・相談支援専門員数

H26年2月28日現在

事業所数 相談支援専門員数

計画相談支援・障が
い児相談支援事業
所

11 19

H27年3月31日計画

2700

1237

内
訳

者 927

児 310

1463

内
訳

者 1098

児 365

0

必要とされる相
談支援専門員

30

10

H27年3月31日見込

事業所数 相談支援専門員数

16 31

H27年3月31日計画

事業所数 相談支援専門員数

20 40



計画相談支援等の完全実施に向けた体制整備の加速化策（ポイント）
＊ 「計画相談支援・障害児相談支援の体制整備を進めるに当たっての基本的考え方等について」（平成26年2月27日付地域生活支援推進室事務連絡）より抜粋

（市区町村に求められる配慮の例）
○ 基幹相談支援センターや委託相談支援事業所と連携し、各相談支援事業所の繁忙状況を確認の上、特定の相
談支援事業所に業務が集中しないよう配慮

○ 支給決定・受給者証発行に当たって、
・利用者の同意の上、受給者証や支給決定の変更通知の写しを、直接市町村から相談支援事業所等に送付
・支給決定の予定月よりも早期に相談支援事業所に情報提供し、十分な時間的余裕を確保
・支給決定に当たって、期限を利用者の次の誕生月等までとして計画相談支援の業務量を分散

○特定相談支援事業所等における柔軟な対応の工夫例

①初回相談

②サービス等利用計画
案の作成・提出

③サービス担当者
会議開催

④サービス等利用計画
の作成・提出

⑤モニタリング

（計画の変更なし（軽微な変更））

結果の記録

・心身の状況の把握
・利用者宅へ訪問し、面接の実施
（十分な説明と理解）

・利用計画案の説明、文書による同意

・障害福祉サービス等の担当者を招集の
上、開催

・利用計画の説明、文書による同意

・計画の変更、事業者等との連絡調整、
利用者に支給決定の申請勧奨
・利用者の居宅等を訪問し、面接の実施

（計画の変更あり）

②へ

居宅等への訪問は必須。ただし、再度利用者へ確認する事項が生じ
た場合は、内容が軽微であれば電話やメール等による確認でも可能。

居宅訪問は要件としていない。利用者等の意向が正確に確認できる
ことを前提として、郵送や補助職員の代行等により同意を得ることも
可能。状況に応じ相談支援専門員が電話・メール等でやりとりを行う。

原則は関係者全員が参加の上で開催。サービス担当者の都合で会
議への参加が得られなかった場合は、会議を開き直す必要は無く、
出席できなかった担当者には別途意見を求めて必要に応じて計画に
反映することで対応可。内容は文書記録が必要。

居宅訪問は要件としていない。利用者等の意向が正確に確認できる
ことを前提として、郵送や補助職員の代行等により同意を得ることも
可能。状況に応じ相談支援専門員が電話・メール等でやりとりを行う。

居宅等への訪問は必須。ただし、再度利用者へ確認する事項が生じ
た場合は、内容が軽微であれば電話やメール等による確認でも可能。

軽微な変更の場合や変更が無い場合は、利用者の
同意やサービス担当者会議の開催は不要。

再度居宅等への訪問は必須ではなく、電話やメール等による確認でも可能。



障

事業所名

岡崎市社会福祉協議会

指定相談支援事業所

NPO 法人岡崎自立生活

センターぴあはうす

生活支援センター山中

あちーぶ

相談事業所みなみ

岡崎市福祉事業団

福祉の村

相談支援事業所
【平成 26 年４月からの担当地域】

地域の相談支援事業所
がい福祉サービスのこと、不安なことについて相談してください。

住所 担当地域（小学校区）

〒444-0044

岡崎市康生通南３丁目 56 番地

TEL 23-8938

FAX 23-7820

広幡 連尺 六名

羽根 小豆坂 城南

〒444-0038

岡崎市伝馬通５丁目 47 番地

TEL・FAX 26-5080

梅園 根石 愛宕

三島 竜美丘

〒444-3511

岡崎市舞木町字小井沢４番地１

TEL 48-1955

FAX 48-2023

男川 美合 緑丘 生平

秦梨 竜谷 藤川 山中

本宿 豊富 夏山 宮崎

形埜 下山

〒444-0905

岡崎市宇頭町字西側７番地

TEL・FAX 31-5546

矢作東 矢作北 北野

矢作西 矢作南

〒444-0823

岡崎市上地３丁目 51 番地６

TEL 080-4218-0261

FAX 59-2862

岡崎 福岡 上地

六ッ美中部 六ッ美北部

六ッ美西部 六ッ美南部

〒444-0011

岡崎市欠町字清水田７番地１

(岡崎市福祉の村 友愛の家内)

TEL 83-5601

井田 常磐南 常磐東

常磐 恵田 岩津

大樹寺 大門 奥殿

細川



平成２５年度 岡崎市障がい者虐待防止に関する状況（H25.4.1～H26.2.28）
【養護者による障がい者虐待】

１ 養護者による障がい者虐待に係る相談・通報・届出受付件数

相談 通報 届出 計

0 件 12 件 7 件 19 件

２ 相談・通報・届出者について

本人 家族・親族 近隣住民・知人 民生委員 医療機関関係者 教職員
7 件 2 件 1 件 件 件 1 件

相談支援専門員・障がい者
福祉施設従事者等 虐待者自身 警察 当該市区町村行政職員 匿名・その他 計

7 件 件 件 件 1 件 19 件

３ 障がい種別について （重複あり）

身体障がい 知的障がい
精神障がい

(発達障がいを除く)
発達障がい

その他の
心身機能の障がい

不明 計

8 件 12 件 8 件 件 1 件 件 29 件

４ 虐待類型について （重複あり）

身体的虐待 性的虐待 心理的虐待 放棄・放任 経済的虐待 計

17 件 件 13 件 3 件 5 件 38 件

５ 事実確認後の対応について

障がい者虐待として認定した事案

虐待として認定しな
かった事案

計①
分離を行った事案

②
分離を

行わなかった事案

その他
(そもそも虐待者と被虐待者
が同居していなかった等)

検討中

4 件 12 件 件 件 3 件 19 件

① 分離を行った事案の対応の内訳

①契約による障がい福祉
サービスの利用

②やむを得ない事由による
措置

①、②以外の方法による
一時保護

(市町村独自事業による
一時保護)

医療機関への入院
その他

(生保施設、知人宅等) 計

1 件 件 1 件 件 2 件 4 件

見守りのみ

5 件

６ 障がい者虐待として認定された事案について

被虐待者の障がい種別 （重複あり）

身体障がい 知的障がい
精神障がい

(発達障がいを除く)
発達障がい

その他の
心身機能の障がい

不明 計

6 件 10 件 7 件 件 1 件 件 24 件

被虐待者が受けた虐待種別 （重複あり）

身体的虐待 性的虐待 心理的虐待 放棄・放任 経済的虐待 計

14 件 件 10 件 2 件 3 件 29 件

② 分離を行わなかった事案の対応の内訳 （重複あり）

①養護者に対する助言・
指導(②に至った事例を

除く)

②養護者が介護負担軽減
等のための事業に参加

被虐待者が新たに障がい福
祉サービスを利用

既に障がい福祉サービスを受
けているが、サービス等利用計

画を見直した

被虐待者が障がい福祉
サービス以外のサービス

を利用

その他
(成年後見制度の利用

等)

8 件 件 件 1 件 1 件 1 件

計

16 件



平成２５年度 岡崎市障がい者虐待防止に関する状況（H25.4.1～H26.2.28）
【養護者による障がい者虐待】

被虐待者の性別

男性 女性 不明 計

5 名 11 名 名 16 名

55～59歳

1 名

なし

11 名

利用無し

8 名

被虐待者の行動障がいの有無

強い行動障がいがある
(区分3以上、8点以上)

認定は受けていないが
強い行動障がいがある 行動障がいがある 行動障がいがない 不明 計

名 名 2 名 9 名 5 名 16 名

虐待者との同居・別居
虐待者と同居 虐待者と別居 その他 不明 計

15 名 1 名 名 名 16 名

被虐待者の世帯構成

単身 配偶者と同居 配偶者及び子と同居 両親と同居 両親及び兄弟姉妹と同居 父親と同居

名 名 2 名 4 名 4 名 2 名
父親及び兄弟姉妹と同

居 母親と同居 母親及び兄弟姉妹と同居 兄弟姉妹と同居 その他 不明 計

1 名 1 名 名 2 名 名 名 16 名

不明

名

不明

名

被虐待者の年齢

就学前 小学生 中学生 15～17歳(中学生除く) 18・19歳 20～24歳

名 名 名 名 名 7 名

25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳

1 名 1 名 2 名 1 名 名 1 名

60～64歳 65歳以上 不明 計

2 名 名 名 16 名

被虐待者の障がい程度区分

区分1 区分2 区分3 区分4 区分5 区分6

名 名 3 名 名 1 名 1 名

不明 計

名 16 名

被虐待者の障がい福祉サービス等の利用状況

障がい者自立支援
法上のサービス

児童福祉法上の
サービス

自立支援医療
地域生活支援事業の

サービス
市町村及び県が実
施する事業

その他

6 名 名 名 名 名 2 名

不明 計

名 16 名

被虐待者から見た虐待者の続柄

父 母 夫 妻 息子 娘

9 名 1 名 2 名 名 2 名 名
息子の配偶者(嫁) 娘の配偶者(婿) 兄弟姉妹 祖父 祖母 その他

名 名 3 名 名 名 1 名

計

18 名

虐待者の年齢

～17歳 18～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60歳以上

名 2 名 2 名 4 名 5 名 5 名

計

18 名



平成２５年度 岡崎市障がい者虐待防止に関する状況（H25.4.1～H26.2.28）
【障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待】

１ 障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待に係る相談・通報・届出受付件数

相談 通報 届出 計

件 8 件 1 件 9 件

２ 相談・通報・届出者について

その他・匿名

7 件

３ 障がい種別について （重複あり）

身体障がい 知的障がい
精神障がい

(発達障がいを除く)
発達障がい

その他の
心身機能の障がい

不明 計

2 件 5 件 1 件 件 件 2 件

４ 虐待類型について （重複あり）

身体的虐待 性的虐待 心理的虐待 放棄・放任 経済的虐待 計

4 件 件 9 件 1 件 件 14 件

５ 事実確認調査の対象となった障がい者福祉施設・障がい福祉サービス事業等の種別について （重複あり）

10 件

障がい児相談支援事業

件

６ 事実確認の結果、障がい者虐待として認定した件数について

認定した事案 認定しなかった事案 計

2 件 7 件 9 件

７ 障がい者虐待として認定した事案における障がい種別と虐待類型について （重複あり）

身体障がい 知的障がい
精神障がい

(発達障がいを除く)
発達障がい

その他の
心身機能の障がい

不明 計

1 件 件 1 件 件 件 件

身体的虐待 性的虐待 心理的虐待 放棄・放任 経済的虐待 計

件 件 2 件 件 件 2 件

2 件

本人 家族・親族 近隣住民・知人 民生委員 医療機関関係者 教職員

1 件 件 件 件 1 件 件
相談支援専門員・障がい者
福祉施設従事者等(①②除

く)
①当該施設・事業所職員 ②当該施設・事業所元職員 当該施設・事業所設置者 警察 運営適正化委員会

件 件 件 件 件 件

計

9 名

障がい者支援施設 のぞみの園 居宅介護 重度訪問介護 同行援護 行動援護

5 件 件 件 件 件 件

療養介護 生活介護 短期入所 重度障がい者等包括支援 共同生活介護 自立訓練

件 2 件 件 件 1 件 件

就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型 共同生活援助
一般相談支援事業所

及び特定相談支援事業所
移動支援事業

件 1 件 1 件 件 件 件

地域活動支援センターを経
営する事業

福祉ホームを経営する事業 児童発達支援 医療型児童発達支援 放課後等デイサービス 保育所等訪問支援

件 件 件 件 件 件

計

10 件



平成２６年度岡崎市高校生障がい福祉サービス体験利用受入事業費補助金について

変更後 変更前

補助金交付対象者 変更なし

生活介護

自立訓練（宿泊型自立訓練及び居宅を訪問してサー

ビスを提供した場合を除く）

就労移行支援、就労継続支援

補助対象

となる事業

岡崎市在住で市が援護の実施者である特別支援学校

在学中の高校２年生及び３年生が進路路指導の一環

として行う障がい福祉サービス事業所の体験利用

岡崎市在住で市が援護の実施者である特別支援学校

在学中の高校生が進路路指導の一環として行う障が

い福祉サービス事業所の体験利用

補助金額

就労移行支援・就労継続支援

1人 1日につき 5,070 円

自立訓練（機能訓練）

1人 1日につき 7,390 円

自立訓練（生活訓練）

1人 1日につき 7,040 円

生活介護

1人 1日につき 6,620 円

就労移行支援・就労継続支援

1人 1日につき 5,120 円

自立訓練（機能訓練）

1人 1日につき 7,450 円

自立訓練（生活訓練）

1人 1日につき 7,100 円

生活介護

1人 1日につき 6,670 円



８ 事業所指定事務について

～変更事項～

１ 地域区分について

○ 障がい福祉サービス、計画相談支援及び地域相談支援の給付費請求の際の「地域区分」が変更に

なります。請求は、新しい級地で行ってください。今回の級地変更で、１単位の単価変更はあり

ません。

【対応】

・障がい福祉サービス事業所、計画相談支援及び地域相談支援事業所は 17 級地で給付費の請求を行

うこと

２ 生活介護における医師配置の取扱いについて

○ 生活介護を実施する施設のうち、利用者に必ずしも日常生活上の健康管理及び療養上の指導を必

要としない施設については、看護師等による利用者の健康状態の把握や健康相談等が実施され、

必要に応じて医療機関への通院等により対応することを条件として、指定基準上医師配置をしな

いことができることとなります。ただし、その場合、本体報酬において減算扱いとなります。

【対応】

・医師を配置しないこととする事業所は、障がい福祉課に連絡の上、減算の届出を行うこと

３ 共同生活介護（ケアホーム）と共同生活援助（グループホーム）の一元化について

○ 共同生活介護と共同生活援助が、共同生活援助に一元化されます。また、一元化後の指定共同生

活援助は「指定共同生活援助（介護サービス包括型）」と「外部サービス利用型指定共同生活援

助」に分類されます。

○ サテライト型住居の設置が可能となります。サテライト型住居とは、１人暮らしをしながら、食

事や余暇時間は本体住居に加わるというものです。本体住居から 20 分以内で移動することがで

きる距離に設置し、入居定員は１人となります。

変更前（平成 25 年度） 変更後（平成 26 年度）

12 級地 17 級地

変更前（平成 25 年度） 変更後（平成 26 年度）

医師は必須 医師を配置しないことができる

※減算の対象となる

変更前（平成 25 年度） 変更後（平成 26 年度）

事業所の形態

指定共同生活介護 指定共同生活援助（介護サービス包括型）

指定共同生活援助 外部サービス利用型指定共同生活援助

一体型指定共同生活介護

一体型指定共同生活援助
指定共同生活援助（介護サービス包括型）

入居定員 共同生活住居は２人以上
共同生活住居は２人以上、ただしサテライ

ト型住居は１人



○ 一元化に伴い、基本報酬、加算要件の再編成が予定されています。特に加算項目の変更として、

夜間職員や夜間警備業務を評価する「夜間支援体制等加算」、退去後の支援を評価する「自立生

活支援加算」は事前の届出が必要ですので、忘れずに届け出て下さい。

【対応】

・運営規程に定めるべき重要事項のうち、「事業の目的及び運営の方針」「従業者の職種、員数及び

職務の内容」「受託居宅介護サービス事業者及び受託居宅介護サービス事業所の名称及び所在地」

の規定内容に変更が生じることが想定されることから、運営規程の変更について、変更届を変更

の日から 10 日以内に提出すること

・加算項目や要件の変更に際し、改めて加算要件を確認し、適切に給付費の請求を行うこと

４ 重度訪問介護の対象者拡大について

○ 「在宅の行動障がいを有する者（知的、精神）であって常時介護を要する者」が重度訪問介護の

対象者に追加されました。それに伴い、「主として肢体不自由者に対応する重度訪問介護」と「主

として行動障がいを有する者に対応する重度訪問介護」を標榜できることとなります。

【対応】

・主たる対象者記載した場合には、運営規程の変更について、変更届を変更の日から 10 日以内に提

出すること

～注意事項～

５ 平成 26 年度加算届の提出について

○ 前年度の利用者数の反映、加算項目の変更等があることから、毎年度当初に変更の有無に関

わらず、加算届の提出を求めています。⑴に該当する事業所は必ず加算届を提出してくださ

い。

⑴ 提出の必要がある事業所 

① 訪問系事業所（居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護）の内、「特定事業所加算」

を新規に算定若しくは算定を終了する事業所

② ①以外の障がい福祉サービス事業所、障がい者支援施設

⑵ 提出書類 

・介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書（様式第５号（その１）、（その２））

・介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙２）

・各種加算に係る届出書（事業種別により提出する書類が異なることから、ホームページに

掲載した加算届書類一覧表を確認すること）

変更前（平成 25 年度） 変更後（平成 26 年度）

重度の肢体不自由者であって常時介護を要

する者

重度の肢体不自由者であって常時介護を要

する者 or在宅の行動障がいを有する者（知

的、精神）であって常時介護を要する者



＜ホームページアドレス＞

http://www.city.okazaki.aichi.jp/class/p012810.html

⑶ 提出期限 

平成 26 年４月 15 日（火）期限厳守

※４月 15 日（火）までの提出分は例外的に４月１日（又は５月１日）から適用し、16日以降の

提出分は６月以降の適用となります。

６ 平成 25 年度福祉・介護職員処遇改善（特別）加算の実績報告書の提出について

○ 福祉・介護職員処遇改善（特別）加算を算定している事業者は、賃金改善の実勢報告が必要

です。届出先は平成 25 年度福祉・介護職員処遇改善（特別）加算届出書を提出した行政機

関と同一となりますので、ご確認ください。

⑴ 提出書類 

・福祉・介護職員処遇改善加算実績報告書（別紙様式５）

・支払実績明細書（参考様式１）※１

・福祉・介護職員処遇改善実績報告書（事業所等一覧表）（別紙様式５（添付書類１））

・福祉・介護職員処遇改善実績報告書（都道府県状況一覧表）（別紙様式５（添付書類２））※２

・福祉・介護職員処遇改善計画書（市町村一覧表）（別紙様式５（添付書類３））※３

※１ 別紙様式５の賃金改善所要額の積算根拠となる資料であり、任意の書式でも可

※２ 都道府県の県域を越えて所在する複数の障がい福祉サービス事業所等を有する事業者の

み、提出が必要です。

※３ 市町村の県域を越えて所在する複数の障がい福祉サービス事業所等を有する事業者のみ、

提出が必要です。

７ 同行援護のサービス提供責任者及び従業者の要件について

○ 同行援護事業所のサービス提供責任者及び従業者は、別に示す資料の資格要件を満たす者でなけ

ればなりません。この要件のうち、同行援護従業者養成研修に係る経過措置が平成 26 年９月 30 

日までとなっています。経過措置により資格要件を満たしていた方は、平成 26 年９月 30 日まで

に必ず研修修了してください。

http://www.city.okazaki.aichi.jp/class/p012810.html


～確認事項～

８ 指定申請について（新たに事業を計画する際の主な注意点）

・ 指定申請書類の受理は月末締切で、翌々月１日付けで指定します。また、申請書類の内容に

不備がなくなったときに受理します。 期間に余裕をもって、予め相談してください。

・ 指定を受けるには事業所が各種法令に適合している必要があります。福祉事業を行う建物に

は、都市計画法、建築基準法、消防法等で厳しい要件がかかります。賃貸契約等の前に事前

に相談してください。法令違反の状態で、指定は受けられません。

・ 新規に指定を受ける事業所は、実務経験を満たしたサービス管理責任者を配置すれば、事業

開始後１年間はサービス管理責任者の要件を満たしているものとみなされます。その場合は、

事業開始後１年以内に必ず、サービス管理責任者研修（相談支援従事者初任者研修（講義部

分）を含む）を修了してください。研修を修了しない場合、給付費の減算対象となります。

９ 変更届について（事業所の届出情報を変更する際の主な注意点）

・ 事業所の届出情報が変更される際は、変更届の提出が必要です。

・ 変更届の提出期限は変更が生じた日から 10 日以内です。期限遵守してください。

・ 変更内容が、「生活介護又は就労継続支援Ｂ型事業所の定員増」「施設入所支援の定員増」「施

設障がい福祉サービスの種類の変更」に当てはまる場合は、変更届ではなく、変更申請とな

ります。この場合、変更申請書類の受理は月末締切で、内容審査のうえ、翌々月１日付け適

用です。

・ 事業所移転の際は、建物について新規申請時と同様の注意が必要ですので、予め相談してく

ださい。

10 加算届について（算定する加算項目を変更する際の主な注意点）

・ 毎年４月１日の状況について届出した後に、算定の状況について変更があった場合は、その都度

加算届の提出が必要となります。

・ 給付費（算定される単位数が増えるものに限る。）については、届出が毎月 15 日以前に提出

された場合には翌月から、16 日以降になされた場合については、翌々月から算定を開始する

こととなります。

・ 加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱いについては、速やかにその旨の届出を行うこ

と。なお、この場合において、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算等の

算定を行わないこと。



11 業務管理体制整備に関する届出について

○ 業務管理体制の届出未提出の事業者があるので、該当事業者は早急に提出してください。

・ すべての指定障がい福祉サービス事業者、指定障がい者支援施設の設置者、指定相談支援事

業者、指定障がい児通所支援事業者、指定障がい児入所施設及び指定障がい児相談支援事業

者は法人単位で、根拠条文ごとに、関係行政機関に届出が必要です。

・ 届出先は表のように、国、愛知県、岡崎市のいずれかとなります。提出先が分からない場合

は、一度お問い合わせください。

事業所等の展開状況 届出先関係行政機関 届出先住所・電話番号

事業所等が２以上の都道府

県に所在する事業者

厚生労働省(社会・援護

局障害保健福祉部企画

課監査指導室)

〒100－8916

東京都千代田区霞が関１－２－

２

厚生労働省社会・援護局 障害保

健福祉部企画課(監査指導室)

TEL03－5253－1111(内線 3009)

次の指定事業所のみを行う

事業者であって、全ての事業

所が同一市町村内に所在す

る事業者

・指定特定相談支援事業者

・指定障がい児相談支援事業

者

岡崎市福祉部障がい福

祉課

〒444－8601

岡崎市十王町２－９

岡崎市福祉部障がい福祉課(企画

整備班)

TEL0564-23-6165

①②以外の事業者

愛知県健康福祉部障害

福祉課

※岡崎市は届出先では

ありません

〒460－8501

名古屋市中区三の丸３－１－２

愛知県健康福祉部障害福祉課(事

業所・地域生活支援Ｇ)

TEL052-954-6317





（岡崎市ホームページトップ画面）

暮らし 公共施設 市政 観光・史跡 事業者向け

入札・契約・公共工事に関する情報

都市計画・まちづくりに関する情報

建築・開発に関する情報

事業者向けの税金

産業振興

② 市内で営業する方へ

食品関係事業者

薬局・医薬品・医療機器・毒劇物

医療機関

③ 福祉・介護事業者

理容・美容・クリーニング等事業者

上下水道・土木建築事業者

防火・防災・危険物取扱

設備の新設・更新に必要な手続き

事業所ごみ

業務管理体制の届出について

就労移行支援チェックリスト

同月再請求依頼（過誤申立）

特定事業所集中減算手続き

生活保護法の指定申請

サービス等利用計画・障がい児支援

利用計画等の様式

有料老人ホームに関する届出

障がい福祉サービス事業者等の指

定

介護サービス事業申請に係る様式

障がい福祉サービス事業者等の指

定

指定障がい福祉サービス事業者等の指

定等について（事業者向け情報）

⑤ ページを開く

一覧 一覧 一覧

ライフイベント

ガイドナビを閉じる

広告 (広告について)

障がい福祉サービス等事業者向けホームページの案内

（事業者向けのホームページ画面に移行するまでの操作）

⑴ 岡崎市ホームページのトップ画面を開く。

⑵ ①→②→③→④→⑤の順番にクリックする。

⑶ 障がい福祉サービス等事業者向けホームページのトップ画面が開かれる。

＜岡崎市ホームページのトップ＞
http://www.city.okazaki.aichi.jp/index.html
＜障がい福祉課ホームページのトップ＞
http://www.city.okazaki.aichi.jp/1500/1511/p001122.html
＜障がい福祉サービス等事業者向けホームページのトップ＞
http://www.city.okazaki.aichi.jp/1400/1424/1408/p015594.html

①



２５障福第２２４９号

平成２６年３月１２日

就労継続支援Ｂ型事業所施設長 様

愛知県健康福祉部障害福祉課長

（ 公 印 省 略 ）

工賃向上計画（事業所版）の見直しについて（依頼）

本県の障害保健福祉行政の推進につきましては、日頃より御理解、御協力を

たまわり厚く御礼申し上げます。

さて、本県では、平成２４年度より県内の就労継続支援Ｂ型事業所に対して、

工賃向上計画（事業所版）（以下、「工賃向上計画」）の作成及び県への提出をお

願いしているところであります。

ついては、新年度を迎えるにあたり、下記のとおり工賃向上計画の見直し及

び必要に応じ提出をお願い致します。

記

１ 工賃向上計画の見直し

（１） 既提出済事業所

各事業所において、今年度の取組実績や達成状況を点検・評価していただ

き、目標値の再設定、課題の追加・修正、改善計画の見直しなど必要に応じ

工賃向上計画の見直しを図ってください。

ただし、目標工賃額の再設定については、平成２６年度目標額のみとし、

平成２４年度及び平成２５年度の目標額は変更しないでください。

見直しの結果、既に提出された工賃向上計画の記載内容に変更が生じた場

合は、愛知県へ提出してください。

（２） 未提出事業所

平成２５年度中に新規指定を受けた事業所を含め、未提出の事業所におい

ては、工賃向上計画を作成のうえ、愛知県へ提出をお願いします。

なお、工賃向上計画の様式は、愛知県健康福祉部障害福祉課ホームページ

（http://www.pref.aichi.jp/0000069810.html）からダウンロードしてくだ

さい。

２ 加算との関係

工賃向上計画の作成および計画に基づく業務・作業内容の見直し等の取組

を実施することは、「目標工賃達成加算(Ⅰ)(Ⅱ)」及び「目標工賃達成指導員配



置加算」（以下、「目標工賃関係加算」という。）の要件の一つです。

平成２６年度において、目標工賃関係加算を申請される事業所は、必ず工賃

向上計画を作成し、計画に基づいた取組を実施してください。

なお、「目標工賃達成加算(Ⅰ)(Ⅱ)」を申請される事業所においては、申請書

類別紙３０における「目標工賃額」と工賃向上計画の各年度の目標額との整合

性に注意してください。

３ 提出期限

既に県へ提出された工賃向上計画に変更が生じる場合、または新たに工賃向

上計画を作成した場合の提出期限については、平成２６年度における「目標工

賃関係加算」の申請の有無により、以下のとおりとします。

（１） 加算申請あり

「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」の提出期限と同日

（２） 加算申請なし

平成２６年５月２３日（金）

４ 提出先

〒460‐8501

名古屋市中区三の丸三丁目１番２号

愛知県健康福祉部障害福祉課事業所・地域生活支援グループ

５ 提出方法

別添「工賃向上計画（事業所版）（変更）届書」を添付し、郵送にて提出し

てください。

６ その他

（１） 平成２５年度の工賃実績については、別途調査をさせて頂きます。

（２） 「工賃関係加算」を申請する事業所については、今回の見直しに係る工

賃向上計画の提出の有無に関わらず、「介護給付費等算定に係る体制等に

関する届出書」に最新の工賃向上計画の写しを添付してください。（別添

「参考資料」を参照してください。）

担 当 障害福祉課

事業所・地域生活支援グループ

電 話 052-954-6317(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)

ＦＡＸ 053-954-6920



工賃向上計画（事業所版）の提出期限及び提出先

提出物 提出先 提出期限 備考

工賃向上計画(原本) －

Ａ
工賃向上計画(写)

愛知県 平成２６年４月１５日(火)
「介護給付費等算定に係る体

制等に関する届出書」に添付

工賃向上計画(原本) 愛知県 －

Ｂ

工賃向上計画(写)
名古屋市

中核市

名古屋市又は中核市が定める「介護給付費

等算定に係る体制等に関する届出書」の期

限と同日 「介護給付費等算定に係る体

制等に関する届出書」に添付

工賃向上計画(原本) 愛知県 平成２６年５月２３日(金) －
Ｃ

工賃向上計画(写) 提出不要 － －

工賃向上計画(原本) 提出不要 － －

Ｄ
工賃向上計画(写) 愛知県 平成２６年４月１５日(火)

「介護給付費等算定に係る体

制等に関する届出書」に添付

工賃向上計画(原本) 提出不要 － －

Ｅ

工賃向上計画(写)
名古屋市

中核市

名古屋市又は中核市が定める「介護給付費

等算定に係る体制等に関する届出書」の期

限と同日

「介護給付費等算定に係る体

制等に関する届出書」に添付

工賃向上計画(原本) 提出不要 － －
Ｆ

工賃向上計画(写) 提出不要 － －

※中核市・・・豊橋市、岡崎市、豊田市

参 考 資 料

工賃向上計画の
提出の必要性

H26 年度「目標工
賃関係加算」申請

H26 年度「目標工
賃関係加算」申請

H26年度「目標工賃
関係加算」申請先

H26 年度「目標賃
関係加算」申請先

Ｆ

Ｃ

Ａ

Ｂ

Ｄ

Ｅ

有

無

有

無

無

有

愛知県

名古屋市・豊橋市

岡崎市・豊田市

愛知県

名古屋市・豊橋市

岡崎市・豊田市



工賃向上計画（事業所版）（変更）届書

平成２６年 月 日

愛知県知事 殿

所 在 地

事業者名

代 表 者 印

別添のとおり、工賃向上計画（事業所版）を（作成・変更）しましたので、

報告します。



２５障福第２２１３号

平成２６年３月１０日

各指定障害福祉サービス事業所施設長

各地域活動支援センター施設長

障害福祉サービス事業所

更新について（照会）

日頃より、本県の障害福祉行政

さて、平成２５年４月に施行さ

品等の調達の推進等に関する法律

おいても、平成２５年１１月１日

らの物品及び役務の調達方針」を

事業所等が取り扱う物品及び役務

物品及び役務リスト（以下、「リス

ろであります。

ついては、リスト記載事項を最

の更新を実施いたします。

なお、リストは、障害福祉課ホ

１ 調査対象事業所

県内の以下の事業所で、現在リ

希望する事業所。

（１） 就労移行支援事業

（２） 就労継続支援事業

（３） 生産活動を行う生

（４） 障害者支援施設（

う生活介護を行う事業所

（５） 地域活動支援セン

（６） 小規模作業所
愛知県健康福祉部障害福祉課長

（ 公 印 省 略 ）

等取扱物品及び役務リスト記載事項の

に御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

れた「国等による障害者就労施設等からの物

（障害者優先調達推進法）」に基づき、本県に

に「平成２５年度愛知県障害者就労施設等か

策定するとともに、県内の障害福祉サービス

をまとめた「障害福祉サービス事業所等取扱

ト」）」を作成し、調達推進を図っているとこ

新情報に更新するため、下記のとおり年２回

ームページに掲載しております。

記

ストに記載がある事業所または新規で記載を

所

所

活介護事業所

就労移行支援、就労継続支援、生産活動を行

に限る）

ター

様



２ 調査方法

各事業所において、今回配布する「物品リスト」及び「役務リスト」をそ

れぞれ確認していただき、記載事項の修正等が必要な場合は、愛知県健康福

祉部障害福祉課までご連絡ください。

３ 回答様式

別添「リスト記載事項更新依頼書」

（本様式は、障害福祉課ホームページにも掲載しております。）

４ 回答期限

前期：平成２６年３月２５日（火）

後期：平成２６年９月２５日（木）

５ 回答方法

「リスト記載事項更新依頼書」をファックスにて回答。

ファックス：０５２－９５４－６９２０

６ その他

（１）回答にあたっては、別紙「注意事項」を参照してくだい。

（２）修正等が必要ない場合は、連絡不要です。

担当 事業所・地域生活支援グループ

電話 ０５２－９５４－６３１７



１ リスト記載対象外について

リストは、本県各機関の契約担当者が発注する際に参考とするものであるため、リス

トに記載する製品やサービスのうち、例えば、すでに既存の取引先があり、現状以上の

発注に対応ができないなど、本県からの発注を受けても納入困難な物品及び役務はリス

ト記載対象外とする。

また、リストに記載する情報の公表を希望しない場合についても、リスト記載対象外

とする。

２ 物品及び役務の分類について

リストにおける物品及び役務の分類は、以下のとおりとする。

３ 「製品・サービスの内容」欄について

取り扱う製品・サービスが、上記２の「品目」において、複数品目に該当する記載は

しないこととする。

例）『ポスター・名刺』⇒（修正）『名刺』

※ポスターについては、「その他特記事項」欄に『その他、ポスターの印刷も可能』

などの追記をしてください。

４ 「参考単価」欄について

リストの「参考単価」欄は、発注の際、重要な情報となるため、可能な限り単位及び

金額を記載する。

例）名刺の場合：1,000 円／箱（１箱＝100 枚）

５ 「その他特記事項」欄

上記３や４に記載しきれなかった点についての追加情報、事業所ホームページアドレ

種別 分類 品目

①事務用品 事務用品

②食料品・飲料品
菓子、パン、弁当等、飲料、野菜果物、喫茶レストラ
ン、その他

③小物雑貨

アクセサリー、衣服、軍手、ストラップ、石鹸、タオ
ル、ハンカチ、清掃用具、ガラス製品、木工品、陶磁
器、袋・カバン、マスク、さをり織製品、日用雑貨、
その他

④贈答品 贈答品

⑤園芸（肥料含む） 肥料、苗、その他

物品

⑥印刷（名刺含む） 名刺、印刷

①クリーニング クリーニング、リネンサプライ

②清掃・施設管理 清掃、除草・草刈、環境整備、その他

③情報処理・テープ
起こし

情報処理、テープ起こし

④リサイクル リサイクル

⑤梱包・発送 箱・袋詰、封入、発送、ラベル貼

役務

⑥その他 点字プレス、組立、バリ取り、その他

注意事項



スや行政機関への納入実績など、発注する際に参考となる情報があれば、可能な限り記

載する。



１ 担当者

法人名 事業所名 担当者名
(担当者連絡先)

電話

２ 更新依頼
（１）リスト記載事項
「物品リスト」及び「役務リスト」において、更新が必要な項目を含むリスト番号に記載されている事項を記入してください。

法人名 事業所番号 事業所名 サービス種別 （市町村） 所在地 電話 Ｆａｘ Ｅ－ｍａｉｌ 種別 分類 品目 製品・サービスの内容 対応可能量 参考単価 その他特記事項（製品の特長、発注時の注意点など）

※行数が不足する場合は、適宜追加してください。

（２）更新の内容
上記（１）の項目のうち、更新が必要な項目のみ、更新後の記載内容を記入してください。

法人名 事業所番号 事業所名 サービス種別 （市町村） 所在地 電話 Ｆａｘ Ｅ－ｍａｉｌ 種別 分類 品目 製品・サービスの内容 対応可能量 参考単価 その他特記事項（製品の特長、発注時の注意点など）

※行数が不足する場合は、適宜追加してください。

分類

分類

リスト記載事項更新依頼書

法人及び事業所情報 取扱物品等情報リスト
番号

リスト
番号

法人及び事業所情報 取扱物品等情報
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